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公布された条例のあらまし

◇鳥取県基金条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

(１) 国から交付された森林整備地域活動支援交付金に係る事業の終了に伴い生じた当該交付金の残額を返還

するために必要な経費の財源に鳥取県森林整備地域活動支援基金を充てるため、当該基金の処分事由を改め

る。

(２) 東日本大震災等により被災した幼児、児童又は生徒の保護者等に対する就学等に関する援助を実施する

ために必要な資金を積み立てるため、鳥取県授業料減免・奨学金基金の名称及び設置目的を改める。

２ 条例の概要

(１) 鳥取県森林整備地域活動支援基金の処分事由に国に森林整備地域活動支援交付金を返還するために必要

な経費の財源に充てる場合を加える。

(２) 鳥取県授業料減免・奨学金基金の名称を鳥取県授業料減免・奨学金等基金に改める。

(３) 鳥取県授業料減免・奨学金等基金の設置目的に東日本大震災等により被災した幼児、児童又は生徒の授

業料等の減免その他の就学等に関する援助を実施することにより保護者等の経済的負担の軽減を図ることを

加える。

(４) 施行期日は、公布日とする。

◇外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員のうち、企業職員である派遣職員及び単純労務職員である派

遣職員以外のものに支給される給与について、派遣先機関から支給される報酬の額を踏まえ、当該職員が外務

職員であるとした場合に支給されることとなる給与の水準を超えない範囲内で、その支給割合を100分の70未

満にも設定できるよう改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 一般の派遣職員には、その派遣先の勤務に対し報酬が支給されないとき又は報酬の額が低いときに限

り、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ全部又は一部（現行 100分の

70。報酬の額が低いときは、100分の70を超え100分の100以内）を支給することとする。

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日は、平成23年７月１日とする。

◇鳥取県行政組織条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

(１) 未来づくりの推進とそのための核であるパートナー県政に関する業務を統轄する組織として、統轄監を

未来づくり推進局に再編する。

(２) 津波対策、原子力防災対策及び豪雪対策の強化並びに災害危機情報の一元化を図るための組織を再構築

するため、防災局を危機管理局に再編する。

(３) 統轄監は、未来づくり推進局を所管し、必要に応じて部局等の総合調整を行う職とする。

(４) その他所要の見直しを行う。

２ 条例の概要

(１) 統轄監を未来づくり推進局に再編する。

(２) 未来づくり推進局の所掌事務は、次のとおりとする。

ア 県政推進上の重要政策の統轄及び総合調整に関する事項

イ 広報及び広聴に関する事項

ウ 県民の社会参加活動の推進及び県政運営における県民との協働に関する事項
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(３) 防災局を危機管理局に再編する。

(４) 危機管理局の所掌事務は、次のとおりとする。

ア 防災及び危機管理に関する事項

イ 原子力防災対策に関する事項

ウ 災害危機情報に関する事項

エ 地域の危機対応力の向上に関する事項

オ 消防に関する事項

(５) 行政運営の連絡調整に関する事項を、総務部（現行 統轄監）の所掌事務とする。

(６) 青少年に関する事項を、福祉保健部（現行 企画部）の所掌事務とする。

(７） 知事を補佐し、県行政の重要政策の企画及び立案を行うとともに、未来づくり推進局長を指揮監督し、

必要に応じて部局等の総合調整を行う統轄監を置く。

(８) その他所要の規定の整備を行う。

(９) 施行期日等

ア 施行期日は、平成23年７月１日とする。

イ 次の条例について、(２)に伴う所要の規定の整備を行う。

(ア) 鳥取県情報公開条例

(イ) 鳥取県非営利公益活動促進条例

◇鳥取県建築基準法施行条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

(１) 古くから狭い街路に面して建物が建ち並ぶ地域においては、旅館など不特定かつ多数の者が利用する建

築物の増築や建替えに係る鳥取県建築基準法施行条例の規制により、地域の歴史文化を継承する街並みの保

全、再生及びまちづくりが困難となっていることから、一定の要件を満たす区域において、これらの規制を

緩和することができるよう新たな制度を設ける。

(２) 社会環境の変化に伴い、一戸建ての住宅の敷地と道路との関係に係る規制を緩和する。

２ 条例の概要

(１) 建築物又はその敷地と道路との関係に関する規制の緩和

ア 知事は、次に掲げる区域について、建築物又はその敷地と道路との関係に関する制限の規定の全部若し

くは一部を適用せず、又は緩和することを承認することができることとする。

(ア) 景観法の規定により市町村が定めた景観計画において重点的に景観形成を推進することとされた区

域

(イ) 景観法の規定により定められた景観地区

(ウ) 都市計画法の地区計画が定められた区域

(エ) 建築基準法の規定により認可された建築協定の目的となる土地の区域

(オ) 景観法の規定により認可された景観協定の目的となる土地の区域

(カ) (ア)から(オ)までに準ずるものとして知事が別に定める区域

イ 知事は、アの承認をしたときは、承認をした区域並びに当該区域において適用しない規定又は緩和する

規定及びその内容を公示しなければならないこととする。

ウ 知事は、アの承認をした区域において、計画又は協定が変更された場合その他当該承認の基礎となった

事由に変更が生じた場合には、当該承認を取り消し、又は変更することができることとする。

エ イは、ウの承認の取消し又は変更について準用することとする。

(２) 一戸建ての住宅に係る規制の緩和

ア 幅員４メートル以上の道路に敷地が３メートル以上接することを要する規制が適用される階数が３以上

の建築物から、一戸建ての住宅及び兼用住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ

面積の２分の１未満かつ50平方メートル以下のものを除く。
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イ 一戸建ての住宅に附属する自動車車庫で床面積の合計が100平方メートル以下のものにあっては、出入

口を接して設けてはならない道路の幅員を４メートル未満（現行 ６メートル未満）とする。

(３) その他所要の規定の整備を行う。

(４) 施行期日は、平成23年７月１日とする。

◇鳥取県福祉のまちづくり条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

オストメイト（人工肛門・人口膀胱保有者）にとっても安心して利用できるような施設のバリアフリー化を
ぼうこう

進めるため、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房（以下「オストメ

イト対応便房」という。）の設置を義務付ける特別特定建築物の建築の規模を引き下げる等、所要の改正を行

う。

２ 条例の概要

(１) 便所内に、オストメイト対応便房を設けなければならない特別特定建築物の建築の規模を、その用途に

応じて、床面積の合計が100平方メートル以上、200平方メートル以上、500平方メートル以上、1,000平方メ

ートル以上又は2,000平方メートル以上（現行 一律2,000平方メートル以上）とする。

(２) オストメイト対応便房等を設置する場合には、案内板等を設ける場合を除き、建築物の主たる出入口の

付近に、当該便房が設置されていることを示す標識を設けなければならないものとする。

(３) 廊下等に近接した場所に乳幼児の授乳及びおむつの交換ができる場所を設ける義務の例外規定を削除す

る。

(４) その他所要の規定の整備を行う。

(５) 施行期日等

ア 施行期日は、平成24年１月１日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇鳥取県立大山自然歴史館の設置及び管理に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

県が管理している鳥取県立大山自然歴史館（以下「自然歴史館」という。）について、平成24年４月１日か

ら指定管理者制度を導入する。

２ 条例の概要

自然歴史館の管理を指定管理者に行わせるために必要な事項を、次のとおり定める。

(１) 指定管理者に 自然歴史館の施設設備の維持管理その他管理に関する業務を、指定管理者に行わ

よる管理 せる。

(２) 指定管理者の ５年間

管理の期間

(３) 開館時間及び 指定管理者が知事の承認を得て定める。

休館日

(４) 行為の制限等 指定管理者は、施設設備を損傷する者等に対して、利用を拒み、又は退去を命ず

ることができる。

(５) 措置命令 指定管理者は、自然歴史館の適正な管理を図るため、利用者に対し、必要な措置

を命ずることができる。

(６) 委任 この条例に定めるもののほか、自然歴史館の管理に関し必要な事項は、協定で定

めるところにより、指定管理者が定めるものとする。

(７) 施行期日 施行期日は、公布日とする(８)アを除き、平成24年４月１日とする。

(８) 準備行為等 ア 指定管理者の指定等の行為については、この条例の施行前においても行うこと

ができる。
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イ 所要の経過措置を講ずる。

◇鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

東日本大震災により被災し事業の実施が困難になっている者及び今後の大規模な災害に備え事業活動の継続

性を高めようとする者の本県における工場等の新増設が円滑に行えるようにするため、企業立地事業に対する

助成を拡充する。

２ 条例の概要

(１) 企業立地等事業に係る知事の認定の特例の対象にソフトウェア業等を加える。

(２) 企業立地事業補助金を加算する事業に新たに次の表の左欄に掲げるものを加え、加算額をそれぞれ同表

の右欄に定める額（上限10億円）とする。

ア 大規模な災害によって現に有する工場等の操業 投下固定資産額に100分の10を乗じて得た額

が困難になっている者が行う新増設事業で知事が 及び初年度賃借料の額に100分の50を乗じて

要綱で定めるもの 得た額の合計額

イ 大規模な災害が発生した地域又は大規模な災害 投下固定資産額に100分の５を乗じて得た額

の発生が懸念される地域に工場等を有する者（ア 及び初年度賃借料の額に100分の25を乗じて

に該当する者を除く。）が行う新増設事業で知事 得た額の合計額

が要綱で定めるもの

(３) 企業立地事業補助金において２以上の加算がなされる場合の加算額の上限は、それぞれの加算額の上限

の合計額又は20億円のいずれか低い額とする。

（４） 施行期日等

ア 施行期日は、平成23年７月１日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

受益と負担の公平を図るため、県立病院で徴収する分べん料について改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 分べん料の額を次のとおり引き上げる。

金 額
区 分

現 行 改正後

午前８時30分から同日の午後５時まで 104,900円 132,500円

単胎の場合 の間の分べん

午前５時から同日の午前８時30分まで 120,800円 155,400円

の間及び午後５時から同日の午後10時

までの間の分べん

午後10時から翌日の午前５時までの間 136,700円 178,300円

の分べん

(２) 施行期日は、平成23年10月１日とする。

◇鳥取県議会委員会条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

組織改正に伴い、常任委員会の所管について所要の改正を行う。

２ 条例の概要
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(１) 総務教育常任委員会が所管する統轄監を未来づくり推進局に、福祉生活病院常任委員会が所管する防災

局を危機管理局に改める。

(２) 施行期日等

ア 施行期日は、平成23年７月１日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。
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条 例

鳥取県基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年７月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第37号

鳥取県基金条例の一部を改正する条例

鳥取県基金条例（平成19年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条、第３条、第５条、第７条関係） 別表第１（第２条、第３条、第５条、第７条関係）

運用益金 運用益金

名称 設置目的 積立て の整理又 処分事由 名称 設置目的 積立て の整理又 処分事由

は処理 は処理

略 略

13 鳥 国から 一般会計 (１) 一 13 鳥 森林所 一般会計 (１) 一 当該基金

取県 交付され 歳入歳出 般会計 取県 有者等に 歳入歳出 般会計 の設置目的

森林 る交付金 予算に定 歳入歳 森林 対し森林 予算に定 歳入歳 を達成する

整備 を原資と める額 出予算 整備 の施業の める額 出予算 ために必要

地域 して森林 に計上 地域 計画的か に計上 な経費の財

活動 所有者等 して、 活動 つ一体的 して、 源に充てる

支援 に対し森 当該基 支援 な実施に 当該基 とき。

基金 林の施業 金の設 (１) 当該 基金 不可欠な 金の設

の計画的 置目的 基金の設 活動を確 置目的

かつ一体 を達成 置目的を 保するた を達成

的な実施 するた 達成する めの支援 するた

に不可欠 めに必 ために必 を実施す めに必

な活動を 要な経 要な経費 ることに 要な経

確保する 費の財 の財源に より、適 費の財

ための支 源に充 充てると 切な森林 源に充

援を実施 当 き。 整備を推 当

すること (２) (２) 当該 進し、も (２)

により、 (１)の 基金の原 って森林 (１)の

適切な森 ほか、 資として の有する ほか、

林整備を 一般会 国から交 多面的な 一般会

推進し、 計歳入 付された 機能を確 計歳入



- 8 -

平成23年７月１日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第72号

もって森 歳出予 交付金を 保するこ 歳出予

林の有す 算に計 国に返還 と。 算に計

る多面的 上して するため 上して

な機能を 基金に に必要な 基金に

確保する 積立て 経費の財 積立て

こと。 源に充て

るとき。

略 略

30 鳥 一般会計 一般会計 当該基金 30 鳥 経済的 一般会計 一般会計 当該基金

取県 歳入歳出 歳入歳出 の設置目的 取県 理由によ 歳入歳出 歳入歳出 の設置目的

授業 予算に定 予算に計 を達成する 授業 り修学が 予算に定 予算に計 を達成する

料減 める額 上して当 ために必要 料減 困難な高 める額 上して当 ために必要

免・ 該基金に な経費の財 免・ 等学校の 該基金に な経費の財

奨学 積立て 源に充てる 奨学 生徒の学 積立て 源に充てる

金等 とき。 金基 資を負担 とき。

基金 金 する者に

対し授業

料等の減

免を行う

と と も

に、高等

学校等に

在学する

生徒に対

し奨学金

の貸与を

行うこと

により、

これらの

者の経済

的負担の

軽減を図

ること。

次に掲

げる事業

を行うこ

とにより

就学等に

要する費

用を負担

する者の

経済的負

担の軽減

を図るこ

と。
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(１) 経

済的理

由によ

り就学

が困難

な高等

学校の

生徒の

授業料

等の減

免及び

高等学

校等の

生徒に

対する

奨学金

の貸与

(２) 東

日本大

震災等

により

被災し

た 幼

児、児

童又は

生徒の

授業料

等の減

免その

他の就

学等に

関する

援助の

実施

略 略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

平成23年７月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第38号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和63年鳥取県条例第３号）の一部を

次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（一般の派遣職員の給与） （一般の派遣職員の給与）

第４条 派遣職員のうち、企業職員（地方公営企業等 第４条 派遣職員のうち、企業職員（地方公営企業等

の労働関係に関する法律（昭和27年法律第289号） の労働関係に関する法律（昭和27年法律第289号）

第３条第４号に規定する職員をいう。以下同じ。） 第３条第４号に規定する職員をいう。以下同じ。）

である派遣職員及び単純労務職員（地方公務員法第 である派遣職員及び単純労務職員（地方公務員法第

57条に規定する単純な労務に雇用される職員であっ 57条に規定する単純な労務に雇用される職員であっ

て、企業職員以外のものをいう。以下同じ。）であ て、企業職員以外のものをいう。以下同じ。）であ

る派遣職員以外のもの（以下第７条までにおいて る派遣職員以外のもの（以下第７条までにおいて

「一般の派遣職員」という。）には、その派遣先の 「一般の派遣職員」という。）には、その派遣の期

勤務に対して報酬（人事委員会規則で定めるものを 間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそ

除く。以下同じ。）が支給されないとき、又は当該 れぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣

勤務に対して支給される報酬の年額（以下「報酬年 職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が

額」という。）が当該一般の派遣職員が派遣先の機 低いと認められるときは、人事委員会規則で定める

関の所在する国に所在する在外公館に勤務する外務 ところにより、給料、扶養手当、住居手当及び期末

職員（外務公務員法（昭和27年法律第41号）第２条 手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を

第５項に規定する外務職員をいう。）であるとした 支給することができる。

場合に支給される給与（人事委員会規則で定めるも

のに限る。）の年額（以下「外務職員給与年額」と

いう。）に満たないときは、人事委員会規則で定め

るところにより、その派遣の期間中、当該外務職員

給与年額（派遣先の勤務に対して報酬が支給される

場合にあっては、当該外務職員給与年額から報酬年

額を減じた額）を超えない範囲内で、給料、扶養手

当、住居手当及び期末手当のそれぞれ全部又は一部

を支給する。

２ 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給する ２ 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情によ

ことが著しく不適当であると人事委員会が認めると り、給与を支給することが著しく不適当であると人



- 11 -

平成23年７月１日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第72号

きは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員に 事委員会が認めるときは、前項本文の規定にかかわ

は給与を支給しない。 らず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。

３ 略 ３ 略

附 則

この条例は、平成23年７月１日から施行する。
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鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年７月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第39号

鳥取県行政組織条例の一部を改正する条例

鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動項等」という。）に対応する同

表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動後項等」という。）が存在する場合に

は、当該移動項等を当該移動後項等とし、移動項等に対応する移動後項等が存在しない場合には、当該移動項等

（以下「削除項等」という。）を削り、移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には、当該移動後項等

（以下「追加項等」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに削除項等を除く。以下「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに追加項等を除く。以下「改正

後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部

分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改

正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（設置） （設置）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条 第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条

第１項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を 第１項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を

分掌させるため、同項後段に規定する知事の直近下 分掌させるため、同項後段に規定する知事の直近下

位の内部組織として、次の部局等を置く。 位の内部組織として、次の部局等を置く。

未来づくり推進局 統轄監

危機管理局 防災局

総務部 総務部

企画部 企画部

文化観光局 文化観光局

福祉保健部 福祉保健部

生活環境部 生活環境部

商工労働部 商工労働部

農林水産部 農林水産部

県土整備部 県土整備部

行政監察監 行政監察監

（未来づくり推進局の所掌事務） （統轄監の所掌事務）

第３条 未来づくり推進局の所掌事務は、次のとおり 第３条 統轄監の所掌事務は、次のとおりとする。

とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 行政運営の総合調整に関する事項

(２) 広報及び広聴に関する事項 (３) 広報に関する事項
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(３) 県民の社会参加活動の推進及び県政運営にお

ける県民との協働に関する事項

（危機管理局の所掌事務） （防災局の所掌事務）

第４条 危機管理局の所掌事務は、次のとおりとす 第４条 防災局の所掌事務は、次のとおりとする。

る。

(１) 略 (１) 略

(２) 原子力防災対策に関する事項

(３) 災害危機情報に関する事項

(４) 地域の危機対応力の向上に関する事項

(５) 略 (２) 略

（総務部の所掌事務） （総務部の所掌事務）

第５条 総務部の所掌事務は、次のとおりとする。 第５条 総務部の所掌事務は、次のとおりとする。

(１) 住民自治の支援に関する事項

(１) 行政運営の連絡調整に関する事項

(２)～(６) 略 (２)～(６) 略

(７) 文書に関する事項 (７) 文書及び広聴に関する事項

(８)及び(９) 略 (８)及び(９) 略

（企画部の所掌事務） （企画部の所掌事務）

第６条 企画部の所掌事務は、次のとおりとする。 第６条 企画部の所掌事務は、次のとおりとする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 県民の社会活動の推進に関する事項

(３) 略 (４) 略

(５) 青少年に関する事項

(４) 略 (６) 略

(５) 略 (７) 略

(６) 略 (８) 略

(７) 略 (９) 略

（福祉保健部の所掌事務） （福祉保健部の所掌事務）

第８条 福祉保健部の所掌事務は、次のとおりとす 第８条 福祉保健部の所掌事務は、次のとおりとす

る。 る。

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略

(８) 青少年に関する事項

(９) 略 (８) 略

(10) 略 (９) 略

（統轄監及び部局等の長） （部局等の長）

第14条 知事を補佐し、県行政の重要政策の企画及び 第14条 部局等にそれぞれその長（以下「部局長等」

立案を行わせるため、統轄監及び部局等の長を置 という。）を置く。

く。

２ 部局等の長（以下「部局長等」という。）は、部 ２ 部局長等は、統轄監にあっては統轄監、部にあっ

にあっては部長、局にあっては局長、行政監察監に ては部長、局（防災局を除く。）にあっては局長、
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あっては行政監察監とする。 防災局にあっては防災監、行政監察監にあっては行

政監察監とする。

３ 統轄監は、第１項の事務を処理するとともに、未

来づくり推進局長を指揮監督し、必要に応じて、部

局等の総合調整を行う。

４ 部局長等は、第１項の事務を処理するとともに、 ３ 部局長等は、部局等の所掌事務をつかさどるとと

部局等の所掌事務をつかさどる。 もに、知事を補佐し、県行政の重要政策の企画及び

立案を行う。

５ 部局長等は、県行政全般にわたる総合的視野に立 ４ 部局長等は、前項の事務を遂行するため、県行政

ち、統轄監とともに、相互に協力してその任に当た 全般にわたる総合的視野に立ち、相互に協力してそ

るものとする。 の任に当たるものとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成23年７月１日から施行する。

（鳥取県情報公開条例の一部改正）

２ 鳥取県情報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号）の一部を次のように改正する。

第27条中「総務部」を「未来づくり推進局」に改める。

（鳥取県非営利公益活動促進条例の一部改正）

３ 鳥取県非営利公益活動促進条例（平成13年鳥取県条例第50号）の一部を次のように改正する。

第８条第２項中「企画部長」を「未来づくり推進局長」に改める。
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鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年７月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第40号

鳥取県建築基準法施行条例の一部を改正する条例

鳥取県建築基準法施行条例（昭和47年鳥取県条例第43号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という。）を加える。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加項を除く。）を加える。

改 正 後 改 正 前

（適用区域） （適用区域）

第５条 この章の規定は、都市計画法（昭和43年法律 第５条 この章の規定は、都市計画区域内に限り、適

第100号）第４条第２項に規定する都市計画区域内 用する。

に限り、適用する。

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、次に掲げる区域

について、市町村長の申請に基づき、交通上、安全

上、防火上及び衛生上支障がない限りで、この章の

規定の全部若しくは一部を適用せず、又は緩和する

ことを承認することができる。

(１) 景観法（平成16年法律第110号）第８条第１

項の規定により市町村が定めた景観計画において

重点的に景観形成を推進することとされた区域

(２) 景観法第61条第１項の規定により定められた

景観地区の区域

(３) 都市計画法第12条の４第１項第１号の地区計

画が定められた区域

(４) 法第73条第１項の規定により認可された建築

協定の目的となる土地の区域

(５) 景観法第81条第４項の規定により認可された

景観協定の目的となる土地の区域

(６) 前各号に準ずるものとして知事が別に定める

区域

３ 知事は、前項の規定による承認をしたときは、承

認をした区域並びに当該区域において適用しない規

定又は緩和する規定及びその内容を公示しなければ

ならない。

４ 知事は、第２項の規定による承認をした区域にお

いて、計画又は協定が変更された場合その他当該承

認の基礎となった事由に変更が生じた場合には、当

該承認を取り消し、又は変更することができる。

５ 第３項の規定は、前項の規定による承認の取消し
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又は変更について準用する。

（自動車車庫等の出入口と道路との関係） （自動車車庫等の出入口と道路との関係）

第９条 自動車車庫（床面積の合計が50平方メートル 第９条 自動車車庫（床面積の合計が50平方メートル

以下のものを除く。）又は自動車修理工場の自動車 以下のものを除く。）又は自動車修理工場の自動車

の出入口は、次の各号の一に該当する道路に接して の出入口は、次の各号の一に該当する道路に接して

設けてはならない。ただし、特定行政庁が交通上支 設けてはならない。ただし、特定行政庁が交通上支

障がないと認めたものについては、この限りでな 障がないと認めたものについては、この限りでな

い。 い。

(１) 幅員６メートル（一戸建ての住宅に附属する (１) 幅員６メートル未満の道路又は勾配の急な坂
こう

自動車車庫で床面積の合計が100平方メートル以

下のものにあっては、４メートル）未満の道路又

は勾配の急な坂
こう

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略

別表第１（第６条関係） 別表第１（第６条関係）

１～３ 略 １～３ 略

４ 前３号に掲げるもののほか、階数が３以上の建築 ４ 前３号に掲げるもののほか、階数が３以上の建築

物（一戸建ての住宅及び兼用住宅で住宅の用途以外 物又は延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物があ

の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の２ る場合においては、その延べ面積の合計）が1,000

分の１未満かつ50平方メートル以下のものを除 平方メートルを超える建築物

く。）又は延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、その延べ面積の合計）が

1,000平方メートルを超える建築物

附 則

この条例は、平成23年７月１日から施行する。
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鳥取県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年７月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第41号

鳥取県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例

鳥取県福祉のまちづくり条例（平成20年鳥取県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「削除条」という。）を削り、同表の改正後の欄中

条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「追加条項」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除条を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（追加条項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改

正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（建築の規模の引下げ）

第14条 法第14条第３項の条例で定める特別特定建築

物（公衆便所を除く。以下この条において同じ。）

の建築（用途の変更をして特別特定建築物にするこ

とを含む。以下同じ。）の規模は、令第14条第１項

第１号（前条第１号に掲げる学校に適用する場合に

限る。）及び第２号並びに令第18条第２項第５号に

定める基準以外の建築物移動等円滑化基準の適用に

当たっては、床面積（増築若しくは改築又は用途の

変更（以下｢増築等｣という。）の場合にあっては、

当該増築等に係る部分の床面積。以下同じ。）の合

計100平方メートル（当該規模に満たない特別特定

建築物の建築（以下｢小規模建築｣という。）をする

場合において、当該特別特定建築物の床面積の合計

に当該特別特定建築物と同一敷地内に存する他の特

別特定建築物の床面積の合計を加えた面積が1,000

平方メートル以上となるときは、当該小規模建築の

規模）とする。

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の左欄に掲げ

る特別特定建築物の建築に対する令第11条から第23

条まで（令第14条第１項第１号（学校に適用する場

合に限る。）及び第２号並びに令第18条第２項第２

号（建築物の主たる出入口に適用する場合に限

る。）及び第５号を除く。）に定める基準及び第16

条から第23条まで（第17条第２項第２号及び第３項

第３号並びに第19条第１号並びに第２号イ及びウを
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除く。）に定める基準の適用に当たっては、法第14

条第３項の条例で定める特別特定建築物の建築の規

模は、同表の右欄に定める面積とする。

（建築の規模の引下げ）

第14条 別表第１の左欄に掲げる特別特定建築物につ

いては、法第14条第３項の条例で定める建築（用途

の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以

下同じ。）の規模は、床面積（増築若しくは改築又

は用途の変更（以下「増築等」という。）の場合に

あっては、当該増築等に係る部分の床面積。以下同

じ。）の合計が同表の右欄に定める面積（当該規模

に満たない特別特定建築物の建築（以下この条にお

いて「小規模建築」という。）をする場合におい

て、当該特別特定建築物の床面積の合計に当該特別

特定建築物と同一の敷地内に建築する他の特別特定

建築物（公衆便所を除く。）の床面積の合計を加え

た面積が1,000平方メートル以上となるときは、当

該小規模建築の規模）とする。

（建築物移動等円滑化基準の付加等） （建築物移動等円滑化基準の付加）

第15条 略 第15条 略

２ 前項の事項は、この条例に別段の定めのある場合

を除くほか、別表第１の左欄に掲げる特別特定建築

物であって、床面積の合計が同表の右欄に定める面

積以上のもの及び当該規模に満たない特別特定建築

物であって、当該特別特定建築物の床面積の合計に

当該特別特定建築物と同一の敷地内に建築する他の

特別特定建築物（公衆便所を除く。）の床面積の合

計を加えた面積が1,000平方メートル以上となるも

のについても適用する。

（便所） （便所）

第17条 略 第17条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 便所内に令第14条第１項第１号又は第２号の規定

による便房を設けるときは、建築物の主たる出入口

の付近に、当該便房を設けていることを表示する標

識を設けなければならない。ただし、当該出入口の

付近に令第20条第１項の規定による案内板その他の

設備を設ける場合は、この限りでない。

５ 前項の標識は、令第19条に規定する標識に準じた

ものでなければならない。

（移動等円滑化経路） （移動等円滑化経路）
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第19条 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなけ 第19条 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 ればならない。

(１) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口のう (１) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口のう

ち、屋外に面するものは、次に掲げるものである ち、屋外に面するものは、次に掲げるものである

こと。 こと。

ア 特別特定建築物の床面積の合計が100平方メ ア 出入りの際における降雨及び降雪の影響を少

ートル（公衆便所にあっては、50平方メート なくできるひさし又は屋根を設けること。ただ

ル）以上であるとき、及び当該規模に満たない し、次のいずれかに該当する場合は、この限り

特別特定建築物の建築をする場合において、当 でない。

該特別特定建築物の床面積の合計に当該特別特

定建築物と同一の敷地内に建築する他の特別特

定建築物（公衆便所を除く。）の床面積の合計

を加えた面積が1,000平方メートル以上となる

ときは、出入りの際における降雨及び降雪の影

響を少なくできるひさし又は屋根を設けるこ

と。ただし、次のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。

(ア)及び(イ) 略 (ア)及び(イ) 略

イ 略 イ 略

(２) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、 (２) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、

次に掲げるものであること。 次に掲げるものであること。

ア 略 ア 略

イ 別表第５の左欄に掲げる特別特定建築物の建 イ 別表第５の左欄に掲げる特別特定建築物の建

築をする場合において、当該特別特定建築物の 築をする場合において、当該特別特定建築物の

床面積が同表の右欄に定める面積以上であると 床面積が同表の右欄に定める面積以上であると

きは、当該廊下等に近接した場所に乳幼児の授 きは、当該廊下等に近接した場所に乳幼児の授

乳及びおむつの交換ができる場所を設け、当該 乳及びおむつの交換ができる場所を設け、当該

場所の出入口にその旨の表示を行うこと。 場所の出入口にその旨の表示を行うこと。ただ

し、他に乳幼児を預かることができる部屋を設

ける場合は、この限りでない。

ウ 略 ウ 略

(３)及び(４) 略 (３)及び(４) 略

別表第１（第14条、第15条関係） 別表第１（第14条関係）

特別支援学校 1 0 0平方メートル

（令第18条第２項第

５号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては、2,000平方メ

ートル）

第13条第１号に掲げる学校 1 0 0平方メートル

（各種学校又は専修学校を除 （令第14条第１項及

く。） び令第18条第２項第

５号に定める基準を

適用する場合にあっ



- 20 -

平成23年７月１日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第72号

ては、2,000平方メ

ートル）

第13条第１号に掲げる学校 5 0 0平方メートル 学校（各種学校又は専修学校 500平方メートル

（各種学校又は専修学校に限 （令第18条第２項第 に限る。）

る。） ２号（建築物の主た

る出入口に適用する

場合に限る。以下こ

の 表 に お い て 同

じ。）に定める基準

を適用する場合にあ

っては100平方メー

トル、令第14条第１

項及び令第18条第２

項第５号に定める基

準を適用する場合に

あっては2,000平方

メートル）

病院又は診療所 1 0 0平方メートル

（令第18条第２項第

５号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては、2,000平方メ

ートル）

劇場、観覧場、映画館又は演 1,000平方メートル 劇場、観覧場、映画館又は演 1,000平方メートル

芸場 （令第18条第２項第 芸場

２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

集会場又は公会堂 5 0 0平方メートル 集会場又は公会堂 500平方メートル

（令第18条第２項第

２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

展示場 1,000平方メートル 展示場 1,000平方メートル

（令第18条第２項第
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２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

百貨店、マーケットその他の 1 0 0平方メートル

物品販売業を営む店舗 （令第18条第２項第

５号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては、2,000平方メ

ートル）

ホテル又は旅館 1,000平方メートル ホテル又は旅館 1,000平方メートル

（令第18条第２項第

２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

公益事業の事務所 1,000平方メートル 公益事業の事務所 1,000平方メートル

（令第18条第２項第

２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

保健所、税務署その他の不特 1 0 0平方メートル

定かつ多数の者が利用する官 （令第18条第２項第

公署 ５号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては、2,000平方メ

ートル）

共同住宅、寄宿舎又は下宿 1,000平方メートル 共同住宅、寄宿舎又は下宿 1,000平方メートル

（令第18条第２項第

２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート
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ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

老人ホーム、福祉ホームその 1 0 0平方メートル

他これらに類するもの （令第18条第２項第

５号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては、2,000平方メ

ートル）

老人福祉センター、児童厚生 1 0 0平方メートル

施設、身体障害者福祉センタ （令第18条第２項第

ーその他これらに類するもの ５号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては、2,000平方メ

ートル）

体育館、水泳場、ボーリング 1,000平方メートル 体育館、水泳場、ボーリング 1,000平方メートル

場その他これらに類する運動 （令第18条第２項第 場その他これらに類する運動

施設（専ら従業員の福利厚生 ２号に定める基準を 施設（専ら従業員の福利厚生

のために使用されるもので規 適用する場合にあっ のために使用されるもので規

則で定めるものを除く。）又 ては100平方メート 則で定めるものを除く。）又

は遊技場 ル、同項第５号に定 は遊技場

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

博物館、美術館又は図書館 5 0 0平方メートル 博物館、美術館又は図書館 500平方メートル

（令第18条第２項第

２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

公衆浴場 5 0 0平方メートル 公衆浴場 500平方メートル

（令第18条第２項第

２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は
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2 , 0 0 0平方メート

ル）

飲食店 2 0 0平方メートル 飲食店 200平方メートル

（令第18条第２項第

２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

クリーニング取次店又は質 5 0 0平方メートル クリーニング取次店又は質 500平方メートル

屋、貸衣装屋その他これらに （令第18条第２項第 屋、貸衣装屋その他これらに

類するサービス業を営む店舗 ２号に定める基準を 類するサービス業を営む店舗

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

理髪店及び美容院その他これ 2 0 0平方メートル 理髪店及び美容院その他これ 200平方メートル

らに類するサービス業を営む （令第18条第２項第 らに類するサービス業を営む

店舗 ２号に定める基準を 店舗

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

銀行その他これらに類するサ 1 0 0平方メートル

ービス業を営む店舗 （令第18条第２項第

５号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては、2,000平方メ

ートル）

自動車教習所等 5 0 0平方メートル 自動車教習所等 500平方メートル

（令第18条第２項第

２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する
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場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

車両の停車場又は船舶若しく 1 0 0平方メートル

は航空機の発着場を構成する （令第18条第２項第

建築物で旅客の乗降又は待合 ５号に定める基準を

いの用に供するもの 適用する場合にあっ

ては、2,000平方メ

ートル）

自動車の停留又は駐車のため 1,000平方メートル 自動車の停留又は駐車のため 1,000平方メートル

の施設（一般公共の用に供さ （令第18条第２項第 の施設（一般公共の用に供さ

れるものに限る。） ２号に定める基準を れるものに限る。）

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

略 略

公共用歩廊 1,000平方メートル 公共用歩廊 1,000平方メートル

（令第18条第２項第

２号に定める基準を

適用する場合にあっ

ては100平方メート

ル、同項第５号に定

める基準を適用する

場 合 に あ っ て は

2, 0 0 0平方メート

ル）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成24年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に工事中の特別特定建築物の建築又は修繕若しくは模様替については、なお従前の例

による。
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鳥取県立大山自然歴史館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年７月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第42号

鳥取県立大山自然歴史館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県立大山自然歴史館の設置及び管理に関する条例（平成17年鳥取県条例第６号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改正後の欄

中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動後条」という。）が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条

とし、移動条に対応する移動後条が存在しない場合には、当該移動条（以下「削除条」という。）を削り、移動

後条に対応する移動条が存在しない場合には、当該移動後条（以下「追加条」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び削除条を除く。以下「改正部分」という。）に対応

する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び追加条を除く。以下「改正後部分」という。）が存

在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合に

は、当該改正部分を削る。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者による管理）

第３条 知事は、地方自治法第244条の２第３項の規

定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）に、自然

歴史館に係る次に掲げる業務を行わせるものとす

る。

(１) 自然歴史館の施設設備の維持管理に関する業

務

(２) 前号に掲げるもののほか、自然歴史館の管理

に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事

務を除く業務

（指定管理者の管理の期間）

第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間

は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する

年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４

月１日である場合は、当該日）から５年間とする。

ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（開館時間及び休館日）

第５条 自然歴史館の開館時間は、指定管理者があら

かじめ知事の承認を得て定める。

２ 自然歴史館の休館日は、指定管理者があらかじめ

知事の承認を得て定める。



- 26 -

平成23年７月１日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第72号

３ 前２項の規定にかかわらず、知事から指示があっ

た場合又は知事の承認があった場合には、指定管理

者は、第１項の開館時間及び前項の休館日を臨時に

変更することができる。

（行為の制限等） （行為の制限等）

第６条 自然歴史館においては、次の行為をしてはな 第３条 自然歴史館においては、次の行為をしてはな

らない。 らない。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 前各号に掲げるもののほか、知事の承認を得 (５) その他知事が別に定める行為

て指定管理者が定める行為

２ 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのお ２ 知事は、前項の規定に違反し、又はそのおそれの

それのある者に対しては、自然歴史館の利用を拒 ある者に対しては、自然歴史館の利用を拒み、又は

み、又は自然歴史館からの退去を命ずることができ 自然歴史館からの退去を命ずることができる。

る。

（措置命令） （措置命令）

第７条 指定管理者は、自然歴史館の適正な管理を図 第４条 知事は、自然歴史館の適正な管理を図るため

るため必要があると認めるときは、自然歴史館を利 必要があると認めるときは、自然歴史館を利用する

用する者に対し、必要な措置を命ずることができ 者に対し、必要な措置を命ずることができる。

る。

（権限の委任）

第５条 第３条第２項及び前条に規定する知事の権限

は、自然歴史館の館長に委任する。

（委任） （規則への委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、自然歴史館の 第６条 この条例に定めるもののほか、自然歴史館の

管理に関し必要な事項は、鳥取県公の施設における 管理に関する事項は、規則で定める。

指定管理者の指定手続等に関する条例（平成16年鳥

取県条例第67号）第８条に規定する協定で定めると

ころにより、指定管理者が定めるものとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（準備行為）

２ 改正後の鳥取県立自然歴史館の設置及び管理に関する条例（以下「新条例」という。）第３条の規定による

指定及び新条例第５条又は第６条第１項第５号の規定による承認並びにこれらに関し必要な手続その他新条例

を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

（経過措置）

３ この条例の施行の日前にされた改正前の鳥取県立大山自然歴史館の設置及び管理に関する条例（以下「旧条

例」という。）第３条第２項の規定による退去命令又は旧条例第４条の規定による措置命令は、それぞれ新条

例第６条第２項の規定による退去命令又は新条例第７条の規定による措置命令とみなす。
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鳥取県企業立地等事業助成条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年７月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第43号

鳥取県企業立地等事業助成条例の一部を改正する条例

鳥取県企業立地等事業助成条例（平成15年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応する同表の改正後の欄

中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）が存在する場合には、当該移動項を当該移動後項

とし、移動項に対応する移動後項が存在しない場合には、当該移動項（以下「削除項」という。）を削り、移動

後項に対応する移動項が存在しない場合には、当該移動後項（以下「追加項」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。以下「改正部分」という。）に対応

する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下「改正後部分」という。）が存

在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合に

は、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（企業立地等事業に係る知事の認定の特例） （企業立地等事業に係る知事の認定の特例）

第２条の２ 資本金の額又は出資の総額が３億円以下 第２条の２ 平成22年２月１日から平成25年３月31日

の会社並びに前条第１項第８号に規定する一般被保 までの間に資本金の額又は出資の総額が３億円以下

険者の数が300人以下の会社及び個人であって、工 の会社並びに常時雇用労働者の数が300人以下の会

場等を県内の地域に設置しているものが新増設事業 社及び個人であって、製造業に属する事業を営むも

を実施する場合における同項第２号ア及びウの規定 の（製造業に属する事業又は当該事業に関連して営

の適用については、平成23年７月１日から平成25年 む事業の用に供する工場等を県内の地域に設置して

３月31日までの間、同号ア中「１億円」とあるのは いる者に限る。）が新増設事業を実施する場合にお

「3,000万円」と、「10人以上」とあるのは「３人 ける前条第１項第２号の知事の認定に係る同号アの

以上」と、同号ウ中「５人以上」とあるのは「３人 規定の適用については、同号ア中「１億円」とある

以上」とする。 のは「3,000万円」と、「10人以上」とあるのは

「３人以上」とする。

（補助金の交付等） （補助金の交付等）

第３条 略 第３条 略

２ 略 ２ 略

３ 第１項の規定にかかわらず、企業立地事業（第２

条第１項第２号アに掲げる業種に属する事業に係る

ものに限る。）のうち二酸化炭素の排出量の削減に

効果を有するものとして知事が要綱で定めるもの

（家屋及び償却資産の取得を伴うものに限る。）に

対する企業立地事業補助金の額は、第１項の表の右

欄に定める額に、家屋及び償却資産（二酸化炭素の

排出量の削減に効果を有する設備に限る。）の取得

に係る投下固定資産額（以下「投下環境有益固定資
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産額」という。）に３分の１を乗じて得た額（２億

円を限度とする。）を加算した額を上限とする。こ

の場合において、同表１の項の右欄に定める補助金

の算出については、同欄の投下固定資産額から投下

環境有益固定資産額を控除した額を基礎とするもの

とする。

４ 第１項の規定にかかわらず、企業立地事業のうち

次の各号のいずれかに該当するもので知事が特に認

めるものに対する企業立地事業補助金の額は、同項

の表の右欄に定める額に、それぞれ投下固定資産額

（前項に掲げる事業に係る加算を行う場合にあって

は、投下固定資産額から投下環境有益固定資産額を

控除した額。次項において同じ。）に100分の５を

乗じて得た額及び初年度賃借料の額に100分の25を

乗じて得た額の合計額（10億円を限度とする。）を

加算した額を上限とする。

(１) 県が定める安定的かつ持続可能な経済成長の

実現のための計画において県内で成長が見込まれ

る産業分野として位置付けたもの（戦略的に推進

するものに限る。）に関する事業

(２) 先進的な技術又は県内の資源を活用する事業

(３) 著しい雇用の増加を伴う事業

５ 第１項の規定にかかわらず、企業立地事業のうち

二酸化炭素の排出量の削減に効果がある環境関連の

技術を用いた製品等の製造に関する事業で知事が要

綱で定めるものに対する企業立地事業補助金の額

は、同項の表の右欄に定める額に、それぞれ投下固

定資産額（知事が要綱で定めるものに限る。）に

100分の５を乗じて得た額及び初年度賃借料（知事

が要綱で定めるものに限る。）に100分の25を乗じ

て得た額の合計額（10億円を限度とする。）を加算

した額を上限とする。

６ 前３項の規定により企業立地事業補助金の額の加

算（以下この項において「特例加算」という。）が

なされる場合であって、当該特例加算が２以上なさ

れるときの企業立地事業補助金の額は、第１項の表

の右欄に定める額に、当該２以上の特例加算それぞ

れにより加算される額の限度とされる額を合計した

額を加算した額を上限とする。

３ 第１項の規定にかかわらず、企業立地事業のうち

次の表の左欄に掲げるものに対する企業立地事業補

助金の額は、同項の表の右欄に定める額に、それぞ

れ次の表の右欄に定める額を加算した額以下とす

る。

１ 第２条第１項第２号 家屋及び償却資産（二
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アに掲げる業種に属す 酸化炭素の排出量の削

る事業で、二酸化炭素 減に効果を有する設備

の排出量の削減に効果 に限る。）の取得に係

を有するものとして知 る投下固定資産額（以

事が要綱で定めるもの 下「投下環境有益固定

（家屋及び償却資産の 資産額」という。）に

取得を伴うものに限 ３分の１を乗じて得た

る。） 額（２億円を限度とす

る。）

２ 次のいずれかに該当 投下固定資産額（１の

する事業で、知事が特 項に該当する場合にあ

に認めるもの っては、投下固定資産

(１) 県が定める安定 額から投下環境有益固

的かつ持続可能な経 定資産額を控除した

済成長の実現のため 額。以下この表におい

の計画において県内 て同じ。）に100分の５

で成長が見込まれる を乗じて得た額及び初

産業分野として位置 年度賃借料の額に100分

付けたもの（戦略的 の25を乗じて得た額の

に推進するものに限 合計額（10億円を限度

る。）に関する事業 とする。）

(２) 先進的な技術又

は県内の資源を活用

する事業

(３) 著しい雇用の増

加を伴う事業

３ 二酸化炭素の排出量 投下固定資産額（知事

の削減に効果がある環 が要綱で定めるものに

境関連の技術を用いた 限る。）に100分の５を

製品等の製造に関する 乗じて得た額及び初年

事業で知事が要綱で定 度賃借料（知事が要綱

めるもの で 定 め る も の に 限

る。）の額に100分の25

を乗じて得た額の合計

額（10億円を限度とす

る。）

４ 大規模な災害によっ 投下固定資産額に100分

て現に有する工場等の の10を乗じて得た額及

操業が困難になってい び初年度賃借料の額に

る者が行う新増設事業 100分の50を乗じて得た

で知事が要綱で定める 額の合計額（10億円を

もの 限度とする。）

５ 大規模な災害が発生 投下固定資産額に100分

した地域又は大規模な の５を乗じて得た額及

災害の発生が懸念され び初年度賃借料の額に
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る地域に工場等を有す 100分の25を乗じて得た

る者（４の項に該当す 額の合計額（10億円を

る者を除く。）が行う 限度とする。）

新増設事業で知事が要

綱で定めるもの

４ 前項の表１の項に該当する場合における第１項の

表の右欄に定める額は、投下固定資産額から投下環

境有益固定資産額を控除した額を基礎として算出す

るものとする。

５ 第１項及び第３項の規定にかかわらず、同項の表

１の項から５の項までの２以上の項に該当する場合

における企業立地事業補助金の額は、第１項の表の

右欄に定める額に、第３項の表の該当するそれぞれ

の項の右欄に定める額を合計した額又は20億円のい

ずれか低い額を加算した額（初年度賃借料に係る企

業立地事業補助金の額は、当該初年度賃借料の額を

限度とする。）以下とする。

６ 略 ７ 略

７ 略 ８ 略

８ 略 ９ 略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成23年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の鳥取県企業立地等事業助成条例第３条の規定は、平成23年３月11日以後に鳥取県企業立地等事業助

成条例第２条第１項第２号の知事の認定を受ける同号の企業立地事業（知事が別に定めるものを除く。）につ

いて適用し、当該事業以外の同号の企業立地事業については、なお従前の例による。
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鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年７月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第44号

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例（昭和39年鳥取県条例第12号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係）

１ 略 １ 略

２ 分べん料 ２ 分べん料

区分 金額 区分 金額

単胎の 午前８時30分から同日の午後 132,500円 単胎の 午前８時30分から同日の午後 104,900円

場合 ５時までの間の分べん 場合 ５時までの間の分べん

午前５時から同日の午前８時 155,400円 午前５時から同日の午前８時 120,800円

30分までの間及び午後５時か 30分までの間及び午後５時か

ら同日の午後10時までの間の ら同日の午後10時までの間の

分べん 分べん

午後10時から翌日の午前５時 178,300円 午後10時から翌日の午前５時 136,700円

までの間の分べん までの間の分べん

略 略

３～９ 略 ３～９ 略

備考 略 備考 略

附 則

この条例は、平成23年10月１日から施行する。
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鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年７月１日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第45号

鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例

鳥取県議会委員会条例（昭和31年鳥取県条例第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

改 正 後 改 正 前

（常任委員会の名称、委員定数及び所管） （常任委員会の名称、委員定数及び所管）

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、 第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、

次のとおりとする。 次のとおりとする。

総務教育常任委員会 ９人 総務教育常任委員会 ９人

未来づくり推進局、総務部、行政監察監、教育委 統轄監、総務部、行政監察監、教育委員会、監査

員会、監査委員及び人事委員会に関する事項並びに 委員及び人事委員会に関する事項並びに他の常任委

他の常任委員会の所管に属しない事項 員会の所管に属しない事項

福祉生活病院常任委員会 ９人 福祉生活病院常任委員会 ９人

危機管理局、福祉保健部、生活環境部及び病院局 防災局、福祉保健部、生活環境部及び病院局に関

に関する事項 する事項

農林水産商工常任委員会 ９人 農林水産商工常任委員会 ９人

商工労働部、農林水産部、企業局及び労働委員会 商工労働部、農林水産部、企業局及び労働委員会

に関する事項 に関する事項

企画県土警察常任委員会 ８人 企画県土警察常任委員会 ８人

企画部、文化観光局、県土整備部及び警察本部に 企画部、文化観光局、県土整備部及び警察本部に

関する事項 関する事項

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成23年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に常任委員会に付議されて審査又は調査中の事件は、改正後の鳥取県議会委員会条例

の規定によりその事件を所管する常任委員会に付議されているものとみなす。


